
0 愛知県

1 名古屋市

2 豊橋市

3 岡崎市

4 一宮市

5 瀬戸市

6 半田市

7 春日井市

8 豊川市

9 津島市

10 碧南市

11 刈谷市

12 豊田市

13 安城市

14 西尾市

15 蒲郡市

16 犬山市

17 常滑市

2020 年 9 月に本県が構成員である「16 大都道府県障害福祉主管課長会議」において、国に対して、「事業者の経営基盤
強化のため、平成 30 年度の障害福祉サービス報酬改定、平成 29 年度から上乗評価が行われた福祉・介護職員等特定処
遇改善加算の効果を検証し、今後とも、サービス提供事業者等の経営安定化を図るとともに、法の目指す地域生活移行・就
労促進等を促すサービス提供の確保や、福祉・介護ニーズの拡大に対応できる人材の安定的確保ができるよう、事業用地
の確保が困難で人件費や物件費等が高額である都市部の実情も踏まえ、人員配置基準や報酬額について必要な改善を
図ること。」との要望をいたしました。

障害福祉の基本報酬は国保連合会を通じ月額払いしています。市単独での補助は現在のところ考えておりませ
ん。

障害福祉サービス費は、愛知県国民健康保険団体連合会に毎月支払いをしております。自治体の補助は考え
ておりません。

報酬単価に関する国への要請及び独自の補助は予定していません。

安定的な経営・人材確保・支援の質の担保は、障害福祉における大きな課題であるため、国への要請および自治体の補助
について、今後、情報収集を行っていく中で検討していきます。

事業者の経営実態に見合う報酬水準や良質な人材の確保を図るため、適切な報酬単価とするよう、国に対して
要望しているところです。

国・県の動向を見守っていきたいと考えています。

ご意見としてお聞きします。

障害福祉サービス事業者への報酬については、事業者からのサービス提供実績に基づく請求に応じて、毎月適正に支払
いを行っております。

月額、日払い双方にメリット・デメリットがある認識だが、現在の日払い方式は定員超の受け入れを可能にし、急
病等の欠席に伴う加算を設定し、安定運営ができる制度だと考える。今のところ要請の予定はない。

障害福祉の基本報酬の月払い

①愛知県・名古屋市・豊川市・岩倉市・豊明市・幸田町からは人材確保の視点にたった報酬単価の改善の必要性の回答が得
れた。しかしながら日割単価から月額にしてほしいと要請をしたが、報酬の支払いを「月毎に払っている」とした回答が多くあり、
要請の趣旨が伝わっていない自治体もあった。
②日割単価の問題に触れたのは豊田市のみで、日割単価制度が適正だと回答している。
③安定的な経営のために必要な月額固定の報酬支払を改めて求めていく必要性がある。

市町村 文書回答

（2020年愛知自治体キャラバンまとめ）

障害福祉サービスの報酬等は、法律や国の通知等により決まっています。サービスの利用に伴って報酬は発生
するため、基本報酬を月額とすることは、実情に即していないと考えます。

市から事業所への報酬は毎月支払っています。

障害福祉サービス等の報酬単価については、障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準及び障害福
祉サービス等に要する費用の額の算定に関する基準で定められています。また、2021 年度の報酬改定について国におい
て議論がなされているところですので、国の動向を注視していきます。市独自の補助の実施は考えていません。

意見書・要望書を提出する考えはありません。また、本市においも補助等の予定はありません。

 現状の報酬支払い方式は支援に対して支払うものであり適切であると認識しています。 なお、半田市単独での
補助は考えていません。

国制度に基づき、適用してまいりますが、国に要請することはいたしません。

報酬単価は障害者総合支援法で定められており、自治体によって異なることは好ましくないため、市独自の補助
は考えておりません。

貴重な意見として確かにお聞きしました。国への要望については、今後情報収集を行う中で状況を確認してまい
ります。



市町村 文書回答

18 江南市

19 小牧市

20 稲沢市

21 新城市

22 東海市

23 大府市

24 知多市

25 知立市

26 尾張旭市

27 高浜市

28 岩倉市

29 豊明市

30 日進市

31 田原市

32 愛西市

33 清須市

34 北名古屋市

35 弥富市

36 みよし市

37 あま市

38 長久手市

39 東郷町

40 豊山町

41 大口町

42 扶桑町

43 大治町 要望書の提出は考えておりません。

国の基準に基づき実施していきます。

障害福祉サービスの報酬は、月毎に支払っています。

現在のところ、実施する考えはありません。

報酬単価の引き上げにつきまして、町単独による補助は、現在のところ考えておりませ
んが、機会がありましたら国や県へ要望していきたいと考えております。

機をみて、国への要望を考慮します。なお、自治体の補助は考えておりません。

今のところ実施する予定はありません。

国への要望等につきまして、今後の動向を見ながら検討していきます。

障害者総合支援法や国の基準に基づき実施していきます。

障害福祉の基本報酬につきましては、国の制度に則って行っております。また、市単独で
の補助につきましては、考えておりません。

基本報酬の月額払い等については国の社会保障政策に関することであるため、市として要望書の提出や補助については
考えていませんが、今後の国の動向を注視しながら適切に対応していきます。

障害福祉サービスの基本報酬の支払いは月額単位で行っております

現状において国への要請については他市と調整しながら精査していきます。市で補助する予定はありません

国の制度に準じており、現在のところ考えておりません。

障害福祉の基本報酬は月毎の請求をすでに支払っており、処遇改善加算などの財政措置をすでに国は実施し
ています。市単独の補助についても、財政を圧迫する可能性が大きいと予測されますので、現在のところ補助を
実施する予定はございません。

障害福祉の基本報酬については、全国的な課題と思われますので、全国市長会を通して地方共通の意見とし
て集約し、県及び国に要望していくことが望ましいと考えます。居宅介護職も含めた福祉人材の確保等について
は、新城市における課題としても位置づけており、課題解決に向けた検討を現在進めています。

現時点で国の動向を注視しているところでございます。要望書の提出や補助等の予定はありません。

障害福祉サービスの報酬は国民健康保険団体連合会を通じて月額で支払いを行っています

国への要望は機会を捉えて検討しますが、自治体としての補助は、現在のところ考えていません。

本市単独による基本報酬の補助は、今のところ考えていません

障害者福祉サービスの社会的理解を図ることは、重要なことと考えます。国への要望等については、今後の動向を見ながら
検討していきます。 報酬単価に対する要望については、近隣市町との意見交換を通じ必要に応じて検討します。また、報酬
単価に関する独自の補助は予定しておりません。

介護職員のマンパワー不足については課題と認識しております。人件費等の補助については、現時点では予
定はありません。今後も、障がい福祉に関わる事業所等からの情報や要望を見極めて、豊明市の障がい福祉施
策に活かしてまいりたいと考えています。

障害者総合支援法の規定に基づき実施していきます

国への要望は情報収集を行いながら状況を確認していきます。

現時点では考えておりません。国の制度に基づき実施していきます。

国の報酬改定等に基づいて適切に対応してまいります。



市町村 文書回答

44 蟹江町

45 飛島村

46 阿久比町

47 東浦町

48 南知多町

49 美浜町

50 武豊町

51 幸田町

52 設楽町

53 東栄町

54 豊根村

現在のところ実施予定はない。

改善要望は他市町村と足並みを揃えます。

国の制度に準じています。独自制度の予定はありません。

法のとおりの運用をしており、国への要望や自治体での補助は考えていません。

現行の制度で実施してまいります。

制度の改正改善につきましては機会あるごとに県などに働きかけていきます。また制度が充実するよう近隣市町
と歩調を合わせていきます。

 検討します。

現行どおりとします。

国の制度に倣う。

自治体からの補助については、現在のところ考えておりません。

福祉教育については地域の実情を踏まえ、各種団体と連携を取り合いながら取り組んでいきたいと考えていま
す。国への要望については、会議等の機会の際に要望していきたいと考えています。なお、補助については、
現在のところ実施予定はありません。


